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【総務厚生委員長報告】 

総務厚生委員会における審査の結果と経過の概要をご報告いたします。 

今回、本委員会に付託を受けました案件は、議案 23 件であります。 

審査の結果は、議案第８号を否決すべきものと決定し、議案第４号と議案第 28 号

を賛成多数で可決すべきものと決定し、その他の議案につきましては、異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項について、ご報告いたします。 

まず、議案第７号「平戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」

に関し、貸付けを無利子とすることから保証人を立てなければならないとする改正案

が示されたが、災害が起こったときほど保証人探しが容易でなく、利率を付けてでも

保証人無しの方が救済につながるのではないのかとの質問に対し、被災者の早期の復

興と自立を図る観点から無利子としたところだが、この制度を利用した旧平戸市での

未償還も残っていることから、保証人については付けさせてもらいたいとの答弁があ

りました。 

これに関し、保証人となれる範囲はどうなっているのかとの質問に対し、同一生計

以外の 18 歳以上の者とすることで幅広く保証人を立てられるようにしたいとの答弁

がありました。この議案審査に関しましては、保証人となれる範囲を当初的確に答弁

できない場面がありましたので、規則でしっかりと定めるよう要請いたしました。 

次に、議案第８号「平戸市敬老祝金支給条例の一部改正について」に関し、77 歳

に対する祝金８千円の支給を廃止することが論議の的でありました。まず、理事者か

ら廃止したい理由として、①平均寿命が延伸していること、②介護給付費等の増加が

見込まれることから、元気高齢者の割合を引き上げる施策に取り組みたいこと、③平

成 30 年度から「高齢者いきいきおでかけ支援事業」に取り組んでいること、の３点

が説明されました。 

これに対し、今年９月に受給権者となる 77 歳は何人で、支給する場合いくらの予
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算が見込まれるのか。また、77 歳の対象者がピークとなるのはいつ頃なのかとの質

問に対し、本年は対象者 486 人で 388 万８千円を見込んでいた。団塊の世代が 77 歳

を迎える 2027 年から数年間がピークで、そのときの受給権者は 600 人を超える見込

みであるとの答弁がありました。 

さらに、廃止することが唐突な感じがするが、誰かに相談はしたのか。他の施策へ

の転換を考えることはなかったのかとの質問に対し、老人クラブ会長には相談し一定

の理解はいただいたものの、他に策はないのかとの意見もいただいた。また、「高齢

者いきいきおでかけ支援事業」の拡充を予算要求したものの叶わなかったとの答弁が

ありました。 

これに関連し、現行８千円の支給を減額してでも 77 歳になられる方に祝金を支給

しようとは考えなかったのかとの質問に対し、高齢化が進むことから介護予防に力を

入れたく、減額しての支給に関しては考えなかったとの答弁がありました。 

このような質疑を経て、委員から①改正の理由に一定の理解もできるが、この時期

に何で条例改正をするのかが明確でなく拙速感は否めない、②いきいきおでかけ券は

基本的に元気な方が使用できるものであり、健康状態や所得要件など関係なく一律に

支給される制度は他にないのではないか、③祝金を減額してでも支給し、高齢者に対

しお祝いと感謝の姿勢は見せるべきだ、④他市の状況はどうであれ、平戸市の高齢者

を敬う誇りは見せ続けるべきだ、などの意見が相次ぎ、採決の結果、全会一致で否決

すべきものと決定した次第であります。 

次に、議案第 22 号「平戸市火災予防条例の一部改正について」に関し、消防法令

に関する重大な違反のある防火対象物を公表する制度については、国の公表指針を参

考に間違いのない運用を行うことを要請いたしました。この公表制度による罰則はな

いということであるが、現在、公表の対象となる違反施設が３件あるということなの

で、自動火災報知設備などを早期に設置してもらい、市内施設が全て防火安全体制を

確立されるよう、指導徹底を要請いたしました。 
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次に、議案第 24 号「平成 30 年度平戸市一般会計補正予算（第６号）」中、財務部

企画財政課所管の「ふるさと応援寄附金推進事業」に関し、寄附金が年々減少してい

るが、返礼品を提供する事業者の影響はどうなっているのかとの質問に対し、当然寄

附が減っていることから、事業者の売り上げにも影響は出ている。しかし、返礼品を

提供している事業者に対してはこの制度が未来永劫続くものではなく、返礼品に特化

することなく事業展開を図ってほしいことを常々訴えてきた。使われていないポイン

トが８億円分あるので、それを勝ち取るような商品づくりに取り組んでいただくよう

お願いしているとの答弁がありました。 

これに対し、返礼品出荷が減っている今だからこそポイントを使ってもらうよう喚

起を行うべきではないのかとの質問に対し、カタログには掲載していない旬の限定品

を紹介する特設サイト情報の発信や、メールマガジンの配信、カタログ送付を通じ喚

起していきたいとの答弁がありました。 

次に、議案第 27 号「平成 31 年度平戸市一般会計予算」中、総務部地域協働課所管

の「（仮称）度島ふれあい会館整備事業」に関し、度島町の３つの地区が一緒に使え

る公民館機能と市の窓口機能を兼ね備えた複合施設兼社会教育施設で木造平屋建て

約 285 平方メートルを予定しているとの説明だが、施設整備に対する地元の意見は反

映されているのかとの質問に対し、地元には平戸地区の“ふれあい会館”の図面など

を見てもらい、その中で中野ふれあい会館の間取りをイメージしてもらっているとこ

ろであるとの説明がありました。 

これに対し、せっかく度島地区にこれまでなかった施設を検討しているのであるか

ら、大島地区の支所・公民館なども見てもらい、様々な角度から検討していってもい

いのではないのかとの質問に対し、今回の質疑を受け、地元の意向を改めて確認する

ことと、場合によっては建設方法や財源等についても再検討したいとの答弁がありま

した。 

 同じく同課の「地域めぐりあい創出事業」に関し、今後の事業推進をどうしていく
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のかとの質問に対し、民間事業者に全て委託する中で、まちづくり運営協議会とも連

携しながら人口減少および少子化対策となるよう事業推進を図りたいとの答弁があ

りました。 

 次に、市民生活部市民課所管の「総合窓口運営事業」に関し、４人の嘱託職員が業

務を行っており、ワンストップサービスが充実してきていることは高く評価するもの

である。支所・出張所においても同様の窓口業務を職員が行っているが、人事異動に

よるサービス低下がどうしても見られることから、窓口業務の強化をどのように考え

ているのかとの質問に対し、窓口を預かる所管課として現場の実態については関係部

署にも伝え、対応を協議したいとの答弁がありました。 

次に、市民生活部健康ほけん課所管の「自治体病院等開設者協議会運営事業」に関

し、予算額 24 万５千円は全国および県の協議会負担金が主なもので、協議会で実施

する各種政策および医師確保に対する要望活動などに充てられているとの説明があ

りました。 

これに対し、自治体病院存続のために必要な予算であることは理解したが、今後、

行政・議会が取り組めることはあるのかとの質問に対し、押淵理事（院長）より最近

国から公表されたデータの説明があり、全国に 335 ある２次医療圏の中で、佐世保・

県北圏域は 99 番目に医師が多いと示されたことから実態にそぐわないとして、周辺

地域の実情を訴える取り組みも必要になってくるのではないかとの見解が示されま

した。 

次に、福祉部こども未来課所管の「不妊治療支援事業」に関し、一般不妊治療に１

回あたり上限１万円の助成を行っているが、治療には複数回を要し、治療費も高額に

なると聞くことから、助成額が適当であるのか調査・検討するよう要望いたしました。 

 同じく同課の「児童遊園管理運営事業」に関し、壱部浦北児童遊園の改修整備で、

老朽化した遊具２基を撤去し、新たに児童遊具１基と健康遊具２基を設置すること。

併せて、休憩所として四阿と市指定史跡の一部氏屋敷跡の紹介をする説明板を設置す
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ることの説明がありました。 

これに対し、四阿と説明板が設置される土地は現在どうなっているのか。また、そ

の土地にあって、今回、解体・撤去するという昭和 41 年に建てられた御堂の所有者

はどうなっているのかとの質問に対し、不明確な答弁が複数回なされたことから休憩

を挟み、副市長同席の上、委員会を再開いたしました。 

 副市長から答弁が二転三転したことへの謝罪があり、併せて質問に対する答弁があ

りました。昭和 41 年に旧生月町において本児童遊園を整備する際、隣接する土地に

御堂といわれる建物建設の要望があったため旧町が作り、それを地域に使用させてい

た。建物は旧町の所有であるが、現在においても登記がなされていなかった。御堂の

ある土地については３人の共有名義となっており、平成 30 年９月に市に無償譲渡の

申し入れがあり、現在、移転登記中である。 

また、平成 30 年３月にカトリック山田幼稚園が閉園になる際、学校法人うみのほ

し学園から 2,000 万円の寄附を受けたが、寄附の使途希望として壱部浦北児童遊園の

ある地域が潜伏キリシタンに関係した方が多く、御堂もその方々が使っていたことか

ら、古くなった御堂の撤去とともに史跡としての価値を残し、一体を整備してほしい

との話を受けていた。 

今回、市では整備方針として、土地の無償譲渡の手続き後に御堂を撤去し、潜伏キ

リシタンに関する史跡（説明板）を設置することなどを含め児童遊園を整備すること

とした、との経緯を含めた答弁がありました。 

 これに関し、この整備を寄附者は本当に望んでいたのかとの質問に対し、寄附者の

意向についてはそのとおりであるとの答弁がありました。さらに、実際の仕事は生月

支所が行うようになるのであろうが、予算的にはこども未来課の所管であり、課と支

所間の協議・調整が整っていなかったのではないのかとの質問に対し、部署間の連携

が上手くいっていなかったとして、副市長および生月支所長から委員会を混乱させた

ことへの陳謝がありました。 
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 本委員会としては地域の事情を考慮し、また、寄附者の意向を尊重するとともに、

有意義な児童遊園が完成されることを望むことから可決すべきものと決定したもの

の、委員会審査に臨むに当たっての部署間の連携不足、さらに答弁が二転三転したこ

とへの猛省を促すとともに、十分な答弁を準備して委員会に臨むことを強く要請いた

しました。 

これをもって、本委員会において付託を受けました案件の審査報告を終えますが、

最後に、本委員会は所管に属する事項について先進地等の調査を行いたいので、調査

終了まで閉会中の継続調査に付していただきますよう申し出いたします。 

以上で、総務厚生委員会の審査報告を終わります。 
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【産業建設文教委員長報告】 

産業建設文教委員会における審査の結果と経過の概要をご報告いたします。 

今回、本委員会に付託を受けました案件は議案 23 件、請願１件であります。 

審査の結果は、いずれも異議なく、原案のとおり可決および採択すべきものと決定

いたしました。 

以下、本委員会で論議のありました主な事項について、ご報告いたします。 

まず、議案第 24 号「平成 30 年度平戸市一般会計補正予算（第６号）」中、農林水

産部農林課所管の「農業競争力強化基盤整備事業」に関し、競争力強化とは具体的に

どのような内容かとの質問に対し、従来のようなハード面の整備だけでなく、有効な

営農計画に基づき、生産基盤の利用率の向上と収益を上げる農家の育成を図りながら、

生産基盤と一体的に整備を行う事業であるとの答弁がありました。 

また、今回の事業は、これまでの基盤整備事業と比較し、受益者負担率が低くなっ

ているようであるが計画どおりの利用が達成できなかった場合はどうなるのかとの

質問に対し、事業計画を立てる際の条件が非常に厳しくなっており、担い手を明確に

選定し、裏作や集積など営農計画をしっかり立てたうえで事業計画を作成しているの

で、計画に沿った生産基盤の活用が図られるものと考えているとの答弁がありました。 

次に、建設部建設課所管の「地籍調査事業」に関し、現在の地籍調査の進捗率と  

今後の長期的な見通しはどうかとの質問に対し、平成 30 年度末における地籍調査の

調査済面積は 19.24 平方キロメートルで、約 11.6％の進捗率となっている。  

また、地籍調査の今後の見通しは、年間 3,000 筆の 3.0 平方キロメートルを実施し

た場合、完了まで約 50 年かかると見込んでいるとの答弁がありました。 

次に、教育委員会教育総務課・学校教育課所管の「学校施設空調設置事業」に関し、

今後の整備スケジュールについては、工事発注を一本で想定しているが、予定価格が

１億５千万円を超えるため、入札の方法が制限付一般競争入札となること、また工事

契約の締結に議会の議決が必要になることなどから、実施設計業務が４月下旬に完了
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し、５月上旬に起工、その後、指名審査委員会、公告を経て、７月上旬に入札・仮契

約、７月中旬に臨時会をお願いし本契約とした場合、工期が７月中旬から平成 32 年 

１月中旬までとなる見込みであるとの説明がありました。 

これに対し委員から、スケジュールについて、もう少し早く、せめて９月末頃まで

には完成できるようにはならないかとの質問に対し、分割発注した場合には、諸経費

が高くなるため一括発注を予定しているが、仮に分割発注した場合は、制限付一般競

争入札とならないこと、また議会の議決が不要となることから、６月上旬にも工事 

着工が可能となり、夏休み期間を有効に使えるため、早ければ９月下旬までの完成も

可能となる見込みである。また、９月末までに完了した場合には 10 月からの消費税

増税分が安くなるというメリットもあるとの答弁がありました。 

これを受け、委員会としては、地元業者にも有益となり、何よりも工期を短縮でき

る分割発注での整備を進めてはどうかと要請しました。これに対し、早期完成を目指

し、分割発注の方向で進めていきたいとの答弁がありました。 

次に、議案第 27 号「平成 31 年度平戸市一般会計予算」中、農林水産部農林課所管

の「平戸式もうかる農業実現支援事業」に関し、事業の内容や今後の事業継続の見通

しはどのようになっているのかとの質問に対し、事業は、新規就農者の確保・育成、

園芸振興、肉用牛振興の３つを柱としており、それぞれに国・県事業への上乗せ補助

や市単独事業として支援を行っている。また、本事業は「平戸市総合戦略」の期間で

ある平成 27 年度から平成 31 年度までの５カ年間の事業であり、平成 31 年度が最終

年度となることから、これまでの成果等を精査し見直しを検討しているところである

との答弁がありました。 

次に、「木質バイオマスエネルギー導入事業」に関し、具体的にはどういった計画

内容なのかとの質問に対し、今回の事業は、木質バイオマスを熱利用するための実証

実験の実施と、市内の広葉樹林の有効活用と再生を目指した発電事業等を検討するた

めの利用推進協議会の運営事業であるとの答弁がありました。 
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また、実証実験としてボイラー等を設置するということであるが、設置場所等は決

まっているのかとの質問に対し、平戸市森林組合内の菌床シイタケハウスとホダ木工

場に木質チップ用のボイラーを設置し、それで得た熱をこれまで使っていた重油に代

わるものとして利用できないかをはじめ安全性等を含めた検証を行うものであり、ボ

イラーや温風機を設置するものであるとの答弁がありました。 

次に、農林水産部水産課所管の「密漁取締連携推進事業」に関し、近年の密漁件数

の状況はどうか、この予算で十分な活動ができているのかとの質問に対し、県漁業取

締室が把握している県北管内の平成 29 年度の違反情報件数は 30 件であり、漁業者が

年間を通して自警活動を行っていることで密漁の抑止に繋がっている。また、県の補

助金も段階的に減額されている中で、年間の監視回数をできるだけ減らさずに実施し

ており、今後は、漁業者の高齢化や密漁者との遭遇による危険回避のため、ドローン

やＡＩなどを活用した新たな監視システムの導入を関係機関に働きかけていきたい

との答弁がありました。 

また、「生月大橋架橋関連沿岸漁業振興対策事業補助金」に関し、財源である基金

が不足した後の対応についてどのように考えているのかとの質問に対し、生月大橋架

橋に伴う生月・舘浦・旧獅子漁協の３者による協定に伴うあご網漁船入漁に関する沿

岸漁業者への影響に配慮した補助金であり、財源とする「生月大橋架橋関連沿岸漁業

振興対策事業基金」が平成 31 年度末で残高不足となるため、これまでの経過や操業

実態等を総合的に検証し、関係漁協と今後の対応について協議していきたいとの答弁

がありました。 

また、「平戸市水産物流通改善対策事業」に関し、新年度にどういった取り組みを

行うよう考えているのかとの質問に対し、今年度に行った市内各漁協における流通販

売方法の実態把握を踏まえ、各漁協の荷捌所などの衛生管理や鮮魚の取り扱いなどに

ついて改善を図るため、専門家などを招聘し、衛生管理や鮮度保持に関する講習会等

を実施していきたいとの答弁がありました。 
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また、衛生管理の基本となるハサップ対応に関し、漁協の荷捌施設は危険性が多す

ぎると思うが、どういった考え方で衛生管理に取り組んでいこうとしているのかとの

質問に対し、まずは、関係者が厳しい現状を認識し意識の向上を図る必要があり、施

設内を清潔に保つなど初歩的な事柄から取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、文化観光商工部観光課所管の「(仮称)平戸観光交流センター整備事業」に関

し、(仮称)平戸観光交流センターの整備については、これまでの経緯から、市民の間

にも非常に関心がある人も多い。ここにきて、建設工事については、凍結させていた

だきたいとの説明があったが、そこに至った経緯は何か。また、これまでに本事業に

要した費用はどれくらいになるのかとの質問に対し、(仮称)平戸観光交流センターに

ついては、入居予定であった平戸観光協会から本年２月に、現段階では使用料に見合

うだけの収益が見込めないとの理由から、事務所の存続は厳しく、入居するというこ

とを確定できないとの申し出があったことから、建設を保留することとなった。 

また、これまでに本事業に要した経費としては、視察経費、設計費、検討委員会  

経費等を合わせ、1,137 万９千円となっているとの答弁がありました。 

また、新年度の当初予算に計上している事業費については、解体工事終了後に敷地

の整地方法を検討し、整地完了後、残予算を補正予算において減額させていただきた

いと考えているとの説明がありました。 

これに関し、委員からは平成 31 年度は建設事業も非常に多い。後年度に維持費が

かかる箱物について、今回のように事業を凍結することは、今後のいい事例となるの

ではないかとの意見が出されました。 

次に「平戸城宿泊施設整備事業」に関し、宿泊料金についてはどれ位を想定してい

るのか。また、この事業は平戸城の入館者を増やすための対策としても考えているの

かとの質問に対し、宿泊料金は市内の宿泊施設と競合しないように一棟貸しで 10 万

円以上を想定している。また、一般の人にも宿泊施設を見学できるようにすることで、

平戸城の入館者の増加につなげたいと考えているとの答弁がありました。 



- 11 - 

 

また、コンサルティング事業で何をするのかとの質問に対し、宿泊施設のコンサル

ティングや平戸城と市街地の周遊を促す仕組みづくりを行う予定であるとの答弁が

ありました。 

また、宿泊施設となる懐柔櫓については、植栽をはじめ周辺の環境整備を充実させ

るべきではないかとの意見に対し、植栽等については平戸城大規模改修事業の中で 

計画しており、平成 32 年度に環境整備を行う予定であるとの答弁がありました。 

次に「平戸版ＤＭＯ推進事業」に関し、現在の事業の進捗状況と今後の取り組みは

との質問に対し、今年度は、観光協会にＤＭＯの専門家を１名招聘し、観光協会の課

題、行政の課題を解決するための準備や、関係者との合意形成を図るためのワーキン

グ会議等を行ってきた。平成 31 年度は、ＤＭＯの全体設計や国内・海外観光客の  

ニーズ調査などマーケティング分析等を行いながら、ＤＭＯの候補法人に登録し  

平成 32 年度の本登録を目指していくとの答弁がありました。 

次に、文化観光商工部商工物産課所管の「首都圏飲食拠点プロモーション事業」に

関し、首都圏における飲食拠点として新たな展開を行うということだがどのような 

事業内容か。また、開店時期は、いつごろとなる計画かとの質問に対し、平成 31 年

度事業として首都圏において平戸産品を総合的に味わえる、平戸の屋号がついたアン

テナ飲食店を開設する計画としている。また、開設時期としては、年度内の開設に向

けて進めたいが、良い物件が出た時などタイミングを見ながら、できるだけ早い時期

にオープンしたいと考えているとの答弁がありました。 

また、ふるさと納税が苦戦している中で、実績につながる取り組みとなるようにと

の意見に対し、物産振興の中で、各拠点にふるさと納税のパンフレット設置、広告掲

載などは年間を通して行っている。また、取引のある大手百貨店などが社員向けに平

戸のふるさと納税の周知を積極的に行っていただいているとの答弁がありました。 

また、以前の同業の店舗の評価で接遇・接客が悪いという話を聞いている。競争が

激しい東京では、生き残りも大変であり、今回の飲食店では絶対にそのようなことが



- 12 - 

 

無いようにしてほしいとの意見に対し、運営会社とも意見を共有し、スタッフの教育

面でも接客をしっかりさせたいと考えている。また、出来るだけ平戸出身者を雇用し、

地元の話が出来るような空間づくりにも取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

次に、「社宅・社員寮等整備緊急対策支援事業」に関し、社宅・社員寮等を市街地

につくれば街の活性化にもつながるのではないか。また、行政としてグリーンヒルズ

への働きかけを行えば相乗効果が期待できるのではないかとの質問に対し、事業者 

アンケートでは若者は市街地の社宅を望んでいるとの意見を受けている。用地取得費

は、補助対象外であり会社の近くに建てなければいけないという補助要件もないが、

会社からの用地の確保などの相談には対応したいと考えている。 

また、補助要件の規模として最低部屋数をアパート型では６室、寮型では 10 室以

上としており、駐車場など一定の広さが必要なため、用地の面積からしてグリーンヒ

ルズで可能かという問題はあるものの、連携については検討し進めていきたいとの答

弁がありました。 

次に、文化観光商工部文化交流課所管の「世界遺産ライトアップ事業」に関し、せ

っかく棚田でやるのだから田んぼに水を張った６月の時期に行ってはどうか、好評で

あるのならば、年に２回の開催ということでもいいのではないかという意見に対し、

田んぼの畦の部分にライトを設置するため、地元と充分協議し農作業に支障をきたす

時期を避けているという答弁がありました。 

また、まちづくり運営協議会とコラボしてイベントを盛り上げても面白いのではな

いか。開催期間中には、春日集落や島の館周辺での大きなイベントを行なっても良い

のではないかという意見に対し、イベントのあり方については前向きに検討していき

たいとの答弁がありました。  

次に、教育委員会教育総務課・学校教育課所管の「学力向上対策事業」に関し、   

今後の学力向上対策をどのように考えているのかとの質問に対し、現在、学力向上 

対策として、小学校全学年の国語と算数、中学校１・２年の国語と数学と英語の学力
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検査を実施しているが、平成 30 年度は平戸市全体の平均としては全国平均に届いて

いないものの、各学年ともに半数程度の学校は全国平均を上回っている状況にある。 

今後の学力向上対策については、この結果を一つの指標にするとともに、結果をも

とに授業改善や補充学習を行い、学力の向上・定着につなげると同時に、規則正しい

生活や家庭学習の充実を図るなど、家庭との連携や協力を進めながら学力向上に取り

組んでいきたいとの答弁がありました。 

また、教育長からは、平戸市教育振興基本計画において、平成 31 年度に国・県の

平均を上回ることを目標として掲げており、毎月の校長会・教頭会や学校訪問の度に

指導を徹底しているところである。また、学校だけでなく家庭においても本気で取り

組んでいかなければならない課題であると強く認識しているとの答弁がありました。 

また「学校給食管理運営事業」に関し、今回の学校給食費の改定理由として近年の

物資等の価格上昇により値上げを実施するとのことであるが、10 月からの消費税の

増税による影響はないのかとの質問に対し、輸送経費等に若干の影響はあるものの、

給食費の主なものである材料費には軽減税率が適用されるため、消費税増税による 

影響は少ないものと考えているとの答弁がありました。 

次に、教育委員会生涯学習課所管の「生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター改修事業」に関し、

今回の改修工事について、仮に財団からの補助がなくても実施するのか。また、今後

の施設の運営方針をどのように考えているのかとの質問に対し、当施設はＢ＆Ｇ財団

から旧生月町が無償譲渡していただいたもので、改修費の最高補助限度額を受けられ

る特Ａランクを取得する施設であると同時に地元の社会教育施設の要衝である。 

また、運営面においても、これまで正規職員を臨時職員に変更し経常経費の削減に

努めるとともに、地域外での水泳指導やカヌーの指導を行うなど経営改善にも取り 

組んできているところである。 

今後の施設の運営に当たっては、使用できる間は施設の目的に沿って活用したいと

考えており、施設の長寿命化を図るとともに、市内全域の方への利用促進を図ってい
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きたいとの答弁がありました。 

また、県内の同施設と比較しても低い利用料金の設定については、以前より議会と

しても指摘してきたところであり、他施設の状況を見ながら、早急に利用料金の見直

しを行うべきではないかとの質問に対し、教育委員会だけでなく全庁的に考えるべき

問題であるということから、行革の中で考えるので一時的に保留となっている段階で

あり、行革担当課のほうで見直し基準の方針が確定次第、早急に改正を行うよう考え

ているとの答弁がありました。 

委員からは、各課それぞれに利用料の平準化に取り組むことは難しいかもしれない

が、全庁的に分類ごとに取り組むのなら調整も可能ではないかとの意見がありました。 

次に、「公民館管理運営事業」に関し、市内６地区の公民館において管理運営経費

の予算額に大きな差異が見受けられるがどういった理由によるものかとの質問に対

し、北部公民館と中部公民館は、施設規模が大きく図書館部分の光熱水費なども計上

していることから予算が大きくなっている。また、大島村公民館は大島支所と経費を

２分の１ずつ負担していること、南部公民館は建物が農林課の施設となっており農林

課でも管理経費を計上していることなどの理由により、公民館費で計上している管理

運営経費の予算額に各地区で差異が生じているとの答弁がありました。 

次に、生月支所所管の議案第 31 号「平成 31 年度平戸市農業集落排水事業特別会計

予算」の施設管理運営事業に関し、農業集落排水事業の県内の他地域の料金はどのよ

うになっているのか。もっと料金をあげた方が良いのではないかとの質問に対し、 

20 立方メートルの単価で比較して平戸市は 6,160 円、県内他の地域では 3,000 円  

程度となっている。料金については、平成 29 年４月に 30％の値上げを行い、現在に

至っているため、しばらくはこのままでいきたいとの答弁がありました。 

また、高齢化の影響などにより加入世帯の減少が想定されるが、施設機能をどのよ

うに維持していくのか。今後、合併浄化槽にする考えがあるのかとの質問に対し、  

現在策定中の最適整備構想の結果を基に、今後の施設整備方針の検討を行った上で
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国・県との協議を進めるとともに、地元住民の意向も調査しながら維持管理費等の 

詳細な試算を行い、議会の意見を聞きながら今後の整備方針を固めていきたいとの答

弁がありました。  

次に、大島支所所管の議案第 33 号「平成 31 年度平戸市あづち大島いさりびの里事

業特別会計予算」のうち、いさりびの里管理運営事業に関し、利用者減少の主な理由

は何かとの質問に対し、港湾整備や光ケーブル設置をはじめとした公共工事等の仕事

関係の利用者の減少によるものが主な要因となっているとの答弁がありました。 

また、今後の利用客の増加のための対策をどのように考えているのかとの質問に 

対し、県立大学の島ナビプログラムとの連携や避粉地ツアーなどによる交流人口の 

拡大を行うことで利用客の増加につなげていきたいとの答弁がありました。 

委員からは、費用対効果が低いと施設の存続は厳しくなる。効果を上げるためにも

島民と一緒になって運動をしないといけないのではないか。また将来的には、民間へ

の施設の売却等も視野に入れながら検討していくべきではないかとの意見も   

出されました。 

また、今後の施設運営のあり方については、これまで再三にわたり指摘してきたに

もかかわらず、今回の審査にあたり、運営状況などの説明資料も一切準備がなかった

ため、審査に支障をきたすこととなったことに対し、今後そのようなことがないよう

にとの苦言を呈しました。 

次に、水道局所管の議案第 36 号「平成 31 年度平戸市水道事業会計予算」に関し、

老朽管の更新が大きな課題となっているが、耐用年数を超えている老朽管路の状況は

どのようになっているのかとの質問に対し、現在、市内全体の管路延長 666 キロ  

メートルのうち法定耐用年数の 40 年を経過している老朽管路の延長が約 280 キロ 

メートルとなっており老朽化率が約 42％となっている。 

これを全て更新した場合の概算費用として、約 139 億円の財源が必要となるとの 

答弁がありました。 
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次に、文化観光商工部文化交流課所管の議案第 43 号「指定管理者の指定について

（平戸市平戸オランダ商館 1639 年築造倉庫）」については、昨年 12 月の本委員会に

おいて、今後の指定管理のあり方について、観光施設、歴史・文化施設等の明確な位

置づけと運営方法を検討するとともに、行政が指定管理者と一体となって、施設の経

営改善に取り組むことを強く求めていたものであり、今回、改めて今後の取り組みに

ついてどのような検討をしたのかとの質問に対し、これまで指定管理者への過度な 

依存により行政として努力不足だったという反省点を十分認識し、課題である交流 

広場からオランダ商館までの導線計画の再検討、他施設との連携強化と施設の有効活

用、文化庁との協議による規制の緩和と展示施設にこだわらない抜本的な活用策の 

検討など運営の改善に向け積極的に取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

これに関連し、委員からは、駐車場対策や導線計画の再検討も必要であるが、規制

緩和や展示施設にこだわらない抜本的な活用策の検討のための文化庁との協議こそ

が一番の鍵となるのではないか。オランダ商館設置の目的は理解できるが、この際、

施設の活用の方法を再検討し、そこで生じる課題を解決しながらできることを組み立

てることも必要ではないかとの質問に対し、これまでは保存重視の方針であったが、

法の改正もあり活用重視に舵を切っている状況もあることから文化庁との協議によ

る規制の緩和が一番重要となるものと考えている。 

これまでは、補助で建てたことから展示にこだわっていたことは否めず、今後の活

用方針については、現段階でまだ具体的なものを示すことはできないが、今後２年間

をかけて指定管理のあり方の見直しと直営での運営の検討、有料施設でいくのか無料

施設へと転換を図るのかも合わせて検討していきたいとの答弁がありました。 

最後に、いくつかの部署において、委員からの質疑に対する理事者の答弁の際に 

十分かつ的確な説明がなされないケースが見受けられたため、多くの時間を要し審査

に支障をきたしたため、今後は全体の内容を簡潔かつ具体的に説明するよう強く苦言

を呈しました。 



- 17 - 

 

これをもって、本委員会において付託を受けました案件の審査報告を終えますが、

最後に、本委員会は所管に属する事項について先進地等の調査を行いたいので、調査

終了まで閉会中の継続調査に付していただきますよう申し出いたします。 

 以上で、産業建設文教委員会の審査報告を終わります。 

 


